
生活困窮者自立促進支援
モデル事業について

野洲市 市民生活相談課

資料１２
26.4.24・25生活困窮者自立促進支援

モデル事業等連絡会議



業務内容

•業務内容

– 市民相談（暮らしの中の困りごと）

– 消費生活相談（消費者トラブル、多重債務相談など）

– 法律相談（弁護士会、司法書士会）

– 税務相談・行政書士相談（税理士会・行政書士会）

– 行政相談（総務省）

– 生活困窮相談（生活困窮者自立促進支援モデル事業）

– やすワーク（アクションプラン）

– 家計相談（社会福祉協議会へ委託）
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事業予算＆スタッフ

平成２６年度 ※正規職員人件費除く

・市民法律相談運営費：無料法律相談 58.6万円（市費58.6万円）

・消費者行政推進事業費：消費生活相談 505万円
（消費者庁 消費者行政活性化交付金100万円）（市費405万円）

・生活困窮者支援事業費：生活困窮者支援 1790.7万円
（厚労省 社会援護局 住まい対策等支援事業費補助金1790.7万円）

・ハローワークとの一体的実施（やすワーク）
（アクションプラン 厚生労働省労働局 10/10）

課長 正規正規
生困
嘱託

消費
嘱託

生困
嘱託

社会福祉
主事

精神保健
福祉士

社会福祉
協議会

家計相談
支援事業
（委託）課長

補佐
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相談窓口の変遷

消費生活相談

多重債務者包括的支援プロジェクト

生活困窮者
自立支援法

パーソナル
サポート
サービス
モデル事業

H11 H21 H23 H25 H27

生活困窮者
自立促進支援
モデル事業
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野洲市相談件数変遷

多重債務件数 PS・生困新規件数 消費件数

架空請求
ハガキ急増 多重債務対

策連絡会

市民生活
相談室設置

多重債務者包括的
支援プロジェクト

相談員
２名体制

消費生活
相談設置
１名体制
週３日

悪質リフォーム
詐欺急増

消費生活
相談設置
週５日

市町村合併
野洲市に

パーソナル・サポート・
サービス モデル事業

スタート

生活困窮者自立促進
支援モデル事業
スタート
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平成２３～２４年度 野洲市パーソナル・サポート・サービスモデル事業
および 平成２５年度野洲市生活困窮者支援事業報告

内 容 平成23年度 平成24年度 平成25年度

補助事業名
パーソナル・サポート
サービス モデル事業

生活困窮者
自立促進支援
モデル事業

相談件数（延べ数） １，９３９件 ３，７４２件 ４，６３３件

新規相談者人数（実数）

男 １０６人 １０５人 ８９人

女 １６４人 １２２人 １５４人

合計 ２７０人 ２２７人 ２４３人

相談区分
＊重複回答有

仕事（失業、労働問題） １７８人 １８４人 １８２人

生活（衣食住の欠如） １７４人 １５５人 １７６人

健康（疾患、障がい等） ５７人 ７２人 ７８人

メンタルヘルス
（こころ、依存症等）

８５人 ７３人 ７３人

家族、地域との関係
（ＤＶ、虐待、孤立等）

１３１人 ８４人 １０８人

教育
（不登校、ひきこもり、いじめ等）

２４人 ２５人 ２１人

経済、法律問題（多重債務等） １３９人 ９１人 ９８人

その他の問題 １人 ０人 ２４人

就職ナビゲーターによる就職面談
（１人１時間 予約制）

※H23、H24は毎週１回水曜日
H25年4月から週3回
H25年10月からは週５日

相談者人数
（実数）

１０２人 １２５人 １９１人

面談件数
（延べ数）

２４０件 ２４９件 ８７４件

就職決定者数 ５３人 ８８人 １４５人

就職決定者の属性
＊重複回答あり

生活保護受給者 １１人 １２人 ２４人

住宅手当受給者 ７人 １８人 ２６人

障がい者 ７人 ２人 １人

母子家庭 ２６人 ３２人 ５１人

寡婦 ３人 ５人 ５人

その他生活困窮者 ０人 ２７人 ７２人

就職ナビ（延べ回数／実人数） 874／191 総就職決定者 145人

就職決定者内訳
男 43人
女 102人

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 合計

0 15 37 54 22 16 1 145

職 種 人数

内 訳

パート 契約社員 派遣 正社員

軽作業・工場等 68人 48 7 10 ３

清掃・施設管理 12人 11 １ 0 0

接客販売 13人 9 2 0 2

事務 27人 20 0 0 ７

介護・福祉 11人 4 1 0 ６

看護 2人 2 0 0 0

調理 6人 4 0 １ 1

農林水産業 3人 2 0 0 1

配送 3人 0 1 0 2

合 計 145人 100 12 11 ２２

やすワーク（野洲生活困窮者等就労相談コーナー）
平成25年度 就職決定者等の状況
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パーソナルサポートサービス
から生活困窮者自立支援法へ

• 平成20年→平成21年 年越派遣村

• 平成22年７月 パーソナル・サポート・サービス検討委員会
（内閣府）の発足・実施（野洲はH23～）

• 平成24年２月17日「社会保障・税一体改革大綱」に「生活支援
戦略」の策定を盛り込むことを閣議決定

• 平成24年４月 社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り
方に関する特別部会」の設置

• 平成24年12月 政権交代（生活支援戦略→生活困窮者支援）

• 平成25年１月25日 社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の
在り方に関する特別部会」報告書

• 平成25年４月 「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の開始

• 平成25年12月６日「生活困窮者自立支援法」の成立

平成27年４月１日「生活困窮者自立支援法」の施行
11



生活困窮者とは・・・？

障害 高齢 外国人 ひとり親

失 業 対 策

多 重 債 務 対 策

自 殺 対 策

生 活 困 窮 者
（経済的困窮・社会的孤立）
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借金とか
ないかな？

おせっかいが基本です

働きたいんです。

では、仕事を
紹介します。

生活できて
んのかな？

なんで仕事
してへんの？

就労担当

どんな相談でも対応できるネットワーク作り
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こんなこともやってます

•食料支援 •スーツ貸し出し

女性用
大きいサイズ
募集中！
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野洲市
生活困窮者自立促進支援モデル事業内容

•相談支援事業

– 相談支援

– ネットワークづくり

•家計相談支援
（野洲市社会福祉協議会へ委託）

•就労促進のための支援事業
（アクションプラン・やすワーク）

•貧困の連鎖の防止
（教育委員会と連携）
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相談支援事業（相談支援）
•アウトリーチ：市役所や地域の社会資源、住民等による
早期把握による予防型支援を展開する。

•アセスメント：包括的に情報収集し、課題領域を捉え、
背景・要因等を分析し、解決の方向を見定める。

•プランニング：当事者と認識を共有しながらプラン案を
作成し、支援サービスを提供する。

•フォローアップ：問題解決後の自立生活の見守りなど、
関係機関と連携し包括的な支援を継続して行う。その後
必要に応じ、再アセスメントを行う。
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紹介

総合相談窓口

直接 同行

アセスメント
アセスメントシート

プラン作成
プランシート

本格支援実施

プラン評価
評価シート

終結／自立・転居・他制度
へのつなぎ等

支援実施

支援記録
シート 支

援
調
整
会
議

※支援調整会議は月１回開催 プラン・評価まとめて実施

野洲市の生活困窮者支援の流れ

再
プ
ラ
ン

受付・聞き取り

・市民相談
・法律相談
・消費生活相談
・他機関紹介
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野洲市支援調整会議設置要綱（抜粋）

（趣旨）

第１条 この告示は、生活困窮者自立促進支援モデル事業実施要領の自立相談支援モデル事業運営要領に基づき設置する野
洲市支援調整会議（以下「支援調整会議」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

（業務)

第２条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 本事業における相談者への支援計画（以下「プラン」という。）の妥当性について確認を行うこと。

(2) プランについて必要な修正を行うこと。

(3) プランに基づく支援の評価並びに今後の支援に当たっての支援方針及び各機関の役割について確認を行うこと。

(組織)

第３条 支援調整会議は、総括者及び構成員をもって構成する。

２ 総括者は野洲市市民部長をもって充てる。

３ 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。

４ 構成員は次に掲げる機関（以下「構成機関」という。）の関係者とする。

(1) 生活困窮者問題に取り組む民間団体

(2) 草津公共職業安定所

(3) 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会

(4) 野洲市健康福祉部社会福祉課

(5) 野洲市市民部市民生活相談課

(6) その他の関係機関

(会議)

第４条 支援調整会議は、原則として毎月１回程度開催する。

２ 支援調整会議の会議（以下「会議」という。）は、総括者が招集する。

３ 総括者は、必要があると認めるときは、会議に必要な構成機関の関係者のみを招集し、開催できるものとする。

４ 総括者が必要と認める場合は、構成員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

５ 会議及び会議の資料は非公開とする。
18



相談支援事業(ネットワークづくり)

•弁護士による困難事例ケース検討会の実施

•支援者の連携強化とスキルアップを目的とし、滋賀弁
護士会から毎月１回弁護士の派遣を受け各部署が集
まって困難事例ケース検討会を実施する。

（年間１２回開催予定）
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家計相談支援（委託）

•生活困窮者を対象に家計の視点から各種の情報提供や専門的な助言
・指導を行います。

•相談者自身の家計を管理する力を高め、債務整理や生活資金の貸付
などにつないで早期に生活が再生されるよう一緒に取組みます。

•貸付事業と一緒に行うことでよりよい事業効果が期待されることか
ら、福祉資金貸付事業を実施している野洲市社会福祉協議会へ委託
（7,261千円）



就労促進のための支援事業
アクションプラン

アクションプラン＝ハローワークとの一体的実施とは？

•野洲市役所内に一体的実施施設（やすワーク）を設置

•やすワークに就労支援を集約

•市民生活相談課に各種相談（生活）を集約

•毎日開所１０時～１6時の５枠（1時間ごとの予約制）

一緒になって支援を進める

相

就労
支援

ハローワーク

生活
支援

担

市民生活
相談課 相談者

相談者の
支援者

就職ナビゲーター
（ハローワーク）

相談支援員
（市民生活相談課）
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アクションプランを活用した
就労支援の庁内連携のイメージ

ひとり親家庭

＜一次受付＞
市民生活相談課

総合相談・生活再建支援

ハローワーク

国・市・労・使で運営
する
・労働局
・草津安定所
・連合
・商工会
・市関係課など

野洲市
一体的実施施設

運営協議会

生活困窮者など
借金滞納等でお困りの方

住宅困窮者

生活保護受給者

商工観光課、社会福祉課、子育て家庭支援課、
地域生活支援室、健康推進課、
発達支援センター、総合支援センター、
市民交流センターなど

就労支援の関係各課
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貧困の連鎖の防止

子どもの貧困連鎖防止対策

•教育委員会と協力連携し、講師の派遣等により児
童・生徒や教員または保護者に対し、貧困につい
ての情報や社会保障等の知識を啓発する。

•これによって、貧困問題の意識を高め、困窮する
子どもや家庭の発見（アウトリーチ）や支援に繋
げる。
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市役所がするメリット
～相談者はたどり着けない～

障害者福祉

障がい者
自立支援課

メンタルヘルス

健康
推進課

就労支援

商工
観光課

消費者トラブル

消費者
センター

教育に
関すること

学校
教育課

高齢者福祉

地域包括
支援センター

・離婚
・子どもに障がい
・母が認知症
・自分がうつ病
・多重債務

どうしたら
いいの？ ここは障害

だけです。
母子

ここは高齢者の
ことだけです。
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メリット①
ワンストップで受け止められる！

障害者福祉

障がい者
自立支援課

メンタルヘルス

健康
推進課

ホームレス支援

NPO

国民年金
健康保険

保険
年金課

教育に
関すること

学校
教育課

高齢者福祉

地域包括
支援センター

・離婚
・子どもに障がい
・母が認知
・自分がうつ病
・多重債務

母子

ひとり親支援

子ども
家庭課

総合相談
支援センター

市民生活
相談課

法律相談

法律家

困りました。

就学援助

介護サービス

児童扶養手当

債務整理
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メリット②
何も言わなくても発見できる！

障害者福祉

障がい者
自立支援課

ホームレス支援

NPO

国民年金
健康保険

保険
年金課

教育に
関すること

学校
教育課

高齢者福祉

地域包括
支援センター

・税金滞納
・失業
・不登校
・借金

相談者

総合相談
支援センター

市民生活
相談課

法律相談

法律家

滞納整理

納税
推進室

メンタルヘルス

健康
推進課

滞納してますよ

払えなくて。
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事例：Aさんの場合

•40代男性 夫婦と子ども3人の5人家族

•国民健康保険税（料）が払えないと
納税推進室へ相談に

•失業し家賃も払えない

•雇用保険の適用なし

•借金3社に150万

29



課題 繋いだ機関 活用したサービス

借金 司法書士 債務整理（任意整理）

住まい 社会福祉課 住宅手当（家賃額給付）

生活費 社会福祉協議会 総合支援資金貸付（月２０万）

国民健康
保険税

税務課
非自発的失業者に係る
国民健康保険料の軽減

国民年金 保険年金課
失業者のための

退職者特例制度による減免

学費 学校教育課
就学援助制度

（給食費・学用品等の給付）

仕事 ハローワーク
就職ナビゲーターによる

就労相談支援
30



まとめ

これはまちづくりです。

これは福祉に新しい分野をつくり、

既存の枠を超えて

「困窮者をみんなで支える」

新しい地域のカタチつくりなのです。
31



お願い

•市役所には命を守るサービスが整っています

•市役所にはそのサービスを届ける義務がある

•でも市役所だけではすみずみまで届けられない

•だから、地域のみなさんと一緒に取りこぼすこ
となく届けられる仕組みを考えましょう！
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